
議案第 42号  

 

 

   西脇市産業立地促進措置条例の一部を改正する条例の制  

定について  

 

 

西脇市産業立地促進措置条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

 

 

令和８年６月２日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理  由）  

 地方拠点強化税制の延長に伴い、本社機能強化企業を対象とする奨

励措置の適用期間の延長を行うため。  
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（
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
課
税
免
除
）
 

第
３
条
の
３
 
市
長
は
、
地
域
再
生
法
（
平
成
17
年
法
律
第
24
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
第
５
条
第
４
項
第

５
号
イ
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
い
て
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
に
法
第
17
条

の
２
第
３
項
に
基
づ
き
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整

備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
法
第
５

条
第
４
項
第
５
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
及
び
同
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
児
童
福
祉

施
設
の
う
ち
当
該
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
も
の
の
用
に
供
す
る
家
屋
、

構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
（
認
定
事
業
者
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
（
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日
ま
で
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第
17
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の
２
第
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の
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定
に
よ
り
地
方
活
力
向
上
地
域
等

特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前

日
ま
で
）
の
間
に
新
た
に
設
置
し
た
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地

（
土
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
10
月
２
日
以
後
に
取
得
し
、
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
１
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ

た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
事
業

を
開
始
し
た
日
以
後
最
初
の
１
月
１
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
か
ら
３
年
度
に
お
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
当
該
固
定
資
産
税

額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
額
を
免
除
す
る
。
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こ

の
条

例
は

、
公

布
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施

行
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、
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